
 

  

                      

協働の推進に関する市の施策について 

 
１ 取組みの経過 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川崎市市民活動支援指針（平成１３年９月策定） 
市民活動のさらなる活性化を図り、市民との協働の
まちづくりを一層推進するために策定 
支援の柱…人材育成、資金の確保、活動の場、 

情報の共有化 

川崎市自治基本条例（平成１７年４月施行） 
情報共有、参加及び協働を自治運営の基本原則とし、

協働の定義（第３条）、区における課題について参加
及び協働により迅速な解決に努める区長の役割（第
２０条）、協働推進のための施策の整備（第３２条）

等を明記 

川崎市協働型事業のルール策定に関する 
報告書 
（平成１９年度１月） 
 

「（仮称）川崎市協働型事業のルール」 

（平成１９年度中策定） 

パブリックコメント手続 
要綱公表 

住民投票制度の検討 
 

・
・
・ 

区民会議 
（平成１８年４月設置） 
参加及び協働による区におけ

る課題の解決を目的として調

査審議を行う 
（自治基本条例２２条） 

関係制度 

資料３ 

〔提言〕 
① 市民活動センター

の開設に向けて 
② 市民活動の活動資

金の確保に向けて 
③ 市民活動の評価に

向けて 
④ 市民活動の人材育

成と情報の共有化

に向けて 
 
◇かわさき市民活動 
センターの設置 

◇かわさき公益活動 
助成金制度創設 



 

  

２ 「（仮称）川崎市協働型事業のルール」について 
(1) ルールの必要性 

多様化、複雑化する市民ニーズへの対応するため、市民活動団体と行政の協働の
機会が増加しているが、十分な事業効果を得るためには進め方等について共通認識
を形成する仕組みが必要である。 

 
(2) ルールの効果 

• 協働に関する市民活動団体と行政の共通認識の確立 
• 協働型事業による手法の確立 
• 市民ニーズや地域課題への迅速・効率的な対応 
 

(3) ルールの内容 
ア ルールが対象とする協働型事業の定義 

市民活動団体と行政が協働で行う公益的な事業で、双方が協力して実施するこ
とでそれぞれにより一層の価値を生み出すことが想定される事業とする。 

 
イ ルールの利用 

市民活動団体と行政の双方が協働型事業を始める前、途中、実施後等の場面で
利用する。 

 
ウ 協働型事業を進める上での６つの原則 

① 目的の共有 
② 対等の関係 
③ 相互理解 
④ 役割分担と責任範囲の確認 
⑤ 公開性・透明性 
⑥ 成果の振り返り 

 
エ 協働型事業の進め方 

• 協働型事業の標準的な手順 
• ６つの原則を踏まえた事業実施上の要点 
• 事業実施後の振り返り（評価・検証）の実施 

 
(4)  ルールによる推進体制 

• 協働総合窓口…協働型事業の推進に関する広報、市民からの提案窓口、担当
部局との調整等の機能を担う。 
 

• 検証システム…協働型事業の推進についての総括的な検証を第三者的な視

点で検証できる委員会により行う。 
 
 

参考 
【図表１】 関連施策における協働型事業の位置付け 
【図表２】 企画提案事業を中心とした協働型事業の展開イメージ 
【図表３】 既存事業の協働型事業への転換イメージ 
【図表４】 区提案制度比較表（平成１８年度） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表２】 提案事業を中心とした展開イメージ 

【図表１】 関連施策における協働型事業の位置付け 

市民活動団体の自立性 大 小 

事
業
型 

関
係
性 

支
援
型 

市民自主 
企画事業 
（各市民館） 

コミュニテ
ィビジネス
支援事業 
（経済局） 

NPO 
融資制度 

かわさき市民公益活動 
助成金 
（市民活動センター） 

協働型事業 
（提案事業含む） 

CSR 
 
 
指定管理制度 
 
 
主観評価項目

制度、入札制度 

川崎市自治 
基本条例 

新総合計画 行財政改革 
プラン 

基本と 
なる 
３本の柱 
 

関連する 
他の分野 

かわさき
市民活動
センター 

 

 

市民活動団体 

提案 

行政 

全市の提案制度 
＊全市的な取組
みが必要な課
題等 

区の提案制度 
＊区単独で解決可
能な課題等 

 

全市、区の提案
制度間の対応調
整 

調整 
相談 
情報提供･ 
調整等 

局 区役所 

事業担当局 
 

情報交換 
連携 

相談・ 
助言 

支援 

団体の企画立案
のための研修、情
報提供 

提案 協働型事業 

団体 
団体 

団体 
団体 

各区 市民局 
（(仮称)協働総合窓口） 

団体 
団体 

（町内会等の地縁団体も含む） 

協働型事業 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表３】 既存事業の協働型事業への転換イメージ 

役割分担された
ことで事業が効率
的にスムーズに進
み、連絡調整もう
まく進むようにな
った。 

事業公開をする
ことで、事業アピ
ールができ、地域
からの協力も得や
すくなった。 

振り返る場を設
け相互評価を行う
ことで、相互理解
が深まり、次年度
の事業にも課題が
活かせるようにな
った。 

 

 
ルール適用 

の結果 

 

◇市で管理する緑地を市民活動団体との事業協力により保全 
（市の資金提供無し） 

◇市民活動団体は作業(下草刈等)や不法投棄予防の見回り等を実施 
◇市は市民活動団体からの協力要請に応じて対応 

 

 
③ 

地域住民の理
解が薄いため、協
力を得にくい。 

④ 
実施手法の改

善が進まない。 

① 
実施中に認識

の違いが生じる
ことがあり、その
都度調整の必要
がある。 

※既存の事業を基に作成したイメージですが、実態とは異なる部分があります。 

② 
責任範囲が明

確化でないため、
不慮の事故への
対処について不
安に感じている。 

 

現状は？ 

 
どんな課題が

あるの？ 

 成果の振り返り 公開性・透明性 役割分担と責任範囲 

ルール適用 
年間事業計画･役

割分担･責任範囲に
ついて話合い、協定
書で明文化 
 

 

事業経過･事業内
容等についてＨＰや
広報誌等を活用し広
報 
 

事業終了後、双方
で集まる場を設けて
事業手法や内容等の
振り返りを実施 
 

協働の６原則のうち目的の
共有、対等の関係、相互理
解は備えているので不足す
る３原則を適用 

緑地保全事業 



高津区 宮前区 多摩区 麻生区

事業名
高津区区民協働事業提案
制度

地域課題の解決に向けた事
業提案制度

磨けば光る多摩事業 多文化共生パートナーシッ
プ事業

提案対象
事業分野

区役所で対応可能な
分野
*子ども・子育てに関する
こと
*高齢者に関すること
*地域の防犯に関すること
*地域特性を活かしたまち
づくりに関すること
*その他地域課題解決に関
すること

事業実施前年度に地域
の課題とその解決策
（事業）を市民から公募
し、審査委員会におい
て選定
（事業実施年度に実施団体
を公募・選定)

地域課題解決のた
め、区内で実施する公
益的な事業

多文化共生のまちづく
り推進に関するイベン
ト、セミナー、ワーク
ショップなどの開催、課
題発見・解決に向けた研
究

公募時期 事業実施年度の前年度 ＜地域課題＞前年度
＜実施団体＞当該年度 当該年度 当該年度

応募対象者

団体
市内に活動場所・実績を
有し高津区内を対象地域
として事業を行える団体
（団体の要件は、５人以
上の会員がいること、組
織運営の規則を有してい
ること、予算・決算を管
理していること、１年以
上継続して活動している
こと、政治宗教活動を目
的としていないこと
等）

＜地域課題＞
個人および団体
＊活動範囲・所在が区にあ
ること

<実施＞
団体
＊活動所在が区にあること
＊募集事業に取り組むため
新たに結成された団体も可

個人および団体
多摩区民（区内在住・在
学・在勤・事業所がある
企業・団体も含む)

個人および団体
*区内在住・在勤・在学の
者又は区域を活動範囲と
する市民活動団体区域に
事務所等を有する事業者
又は団体
＊前述に該当しなくても
企画内容が区域対象

選考委員会の
有無 有(外部委員含む） 有(外部委員含む) 有（外部委員含む） 有（外部委員含む）

選考基準 有 有 有 有

選考の公開

１次：書類審査（要件審
査）
２次：公開プレゼン
最終：区企画調整会議

＜地域課題の選定＞
審査委員会による書類審
査

＜実施団体の選定＞
公開プレゼン

公開プレゼン

事前に担当が団体に
聞き取りを実施し、評
価委員会で事業評価
をし決定

予算額
（平成18年度）

７９７，０００円
(選考委員謝礼（※外部評
価団体選考も含む）、議
事録作成)

２３６，０００円
(テーマ募集に関る予算) １，７８７，０００円 ５００，０００円

１提案事業当た
りの予算規模

１事業５０～１５０万円
（総額５００万円）

１事業３０～４０万円以
下
（３事業合計１００万円）

1事業当たりの予算額
の上限はなし 上限２０万円

選考事業数

４事業（１９年度実施）
子育て　２件
福祉　１件
文化　１件
＊子育て懇談会の開催
＊子育てコミュニティ情
報誌発行プロジェクト
＊もの忘れ地域ネット
ワーク事業
＊高津区石造物等歴史資
産調査事業

３事業（１９年度実施）
＊区内の緑の回廊マップ作
り
＊落書き消し事業
＊中学生から｢まち｣を題材
に映像作品募集する事業

４事業（１８年度実施）
環境２件
福祉１件
まちづくり１件
＊里山次世代育成事業
＊クリーンエイド多摩川
事業（多摩川の環境保全
を推進するための次世代
育成事業）
＊共生のまちづくり支援
事業（若年性認知症支援
事業）
＊読売ランド駅周辺まち
づくり事業

多文化共生に関する
３事業

【図表４】　提案制度比較表（平成18年度）


